
県高体連柔第２号 

令和２年６月４日 

加盟各校柔道部顧問 様 

 

   令和２年度全日本柔道連盟登録について（連絡） 

令和２年度（公財）全日本柔道連盟登録について、下記の手順に従い、各校御

登録くださいますようお願いいたします。 

なお、今年度の３年生の登録については、①今後の柔道競技の継続や昇段に係

わってくること ②万一に備えた傷害保険加入等の理由から、大変恐縮なお願い

となりますが、各校可能な限り御登録くださいますよう宜しくお願いいたします。 

また、７月末日をめどに御登録ください。全柔連登録に関することで、御不明

な点がございましたら、吉澤委員長・村田専門委員（石橋高校）までお問い合わ

せください。 

（公財）全柔連登録方法 

JUDO-MENBER.JP（公財）全日本柔道連盟 会員登録システムにより、登録

して、請求書を出力して支払いをする。 

１ チーム登録 

  登録ガイドに従って入力する。変更がある場合は変更する。 

  メールアドレス登録、代表者登録、責任者登録 など 

２ 個人登録 

（１）指導者を登録(教員)１名以上 ※所属区分１・２ともに役員等の区分で！ 

  所属区分１    所属区分２ 

  ・役員等  →  ・役員等 登録番号や統一番号は昨年度のデータで確認。             

（２）選手(生徒全員)を登録 

  所属区分１    所属区分２ 

  ・競技者  →  ・高校生 

３ 審判ライセンス・指導者資格登録 → 登録ガイドの通り進む。 

４ 担当者に承認を受ける。（担当者には自動送信されます） 

高体連（吉澤委員長）→ 県柔連の最終承認（村田先生） 

５ 承認メールが届いた後、請求書を出力、支払いを行う。（コンビニ等） 

（１）団体登録料 8,800 円（全柔連 1500、県柔連 1000、高体連 6300） 

（２）指導者登録(１名あたり)  5,200 円（全柔連 2600、県柔連 1000、高体連 1000、傷害保険 600） 

   ※チーム登録料＝（１）＋（２）＝合計 14,000 円（含指導者登録１名分） 

（３）競技者登録(１名あたり) 2,200 円（全柔連 1000、県柔連 300、高体連 300、傷害保険 600） 

（４）審判登録 ※資格を持っている場合 

①Ａライセンス登録 2,500 円（全柔連 2500） 

②Ｂライセンス登録 2,000 円（全柔連 1500、県柔連 500） 

③Ｃライセンス登録 1,300 円（全柔連 1000、県柔連 300） 

（５）指導者資格登録 ※資格を持っている場合 一律で 1,000 円 

６ 支払いをして、JUDO-MENBER.JP で手続きをすると、全柔連からの領収書・



入金明細書を打ち出すことが出来ます。 

 

【注意！】 

昨年度、全柔連登録システムの変更により、顧問の先生方の指導者登録に支障を

きたす事例が多く発生しました。 

１ 団体登録 8,800 円＋指導者登録 5,200 円＝チーム登録費 14,000 円 

２ 競技者登録 2,200 円×部員（生徒全員分）数の登録料 を徴収します。 

１のチーム登録料 14,000 円を支払いするためには、入力の際に、指導者登録を、

必ず、所属区分１・２ともに「役員等」にして登録を行ってください。 

所属区分２を「学校顧問特例資格」にすると、指導者登録費 5,200 円が支払いでき

ず、チーム登録料が 14,000 円になりません。（下図参照） 

 

専門部としてチェックは行いますが、誤って所属区分２を「学校顧問特例資格（非

実技指導者・実技指導者）」として承認されてしまった場合は、以下の通りです。 

 

全柔連登録システム → マイページ → 個人登録者の一括登録 → （カーソ

ルを右端へ）指導者のみを「退部させる」（下表） → 再度、個人登録の一括登

録 → 指導者のみを再登録する。（指導区分１・２ともに役員等で）

 


